仙台市長選挙立候補予定者　様
みやぎアピール大行動実行委員会

代表　　鷲見　俊雄
仙台市長選挙立候補者への公開質問状送付及び

障害者施策についての要望書送付について

謹啓　時下、貴殿におかれましては、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

　私ども「みやぎアピール大行動実行委員会」は、2006年秋に障害者とその家族、支援者(設立当初28団体：現在は39団体)などで結成され、2007年～9年にかけて、3度にわたって障害者自立支援法の改善を求める集会・アピール行進を行いました。また、宮城県・仙台市に対しても要望書を提出するなど、活動を続けているところです。
　さて、このたび、来る7月12日に告示となる仙台市長選挙におきまして、貴殿が立候補される、という報道がなされているところです。仙台市長になられようとしている方が、障害者に関する施策について、どのようなお考えをお持ちなのか、伺いたく存じます。

　つきましては、障害者施策にかかわる課題について、同封いたしました公開質問状にご回答いただきますようお願い申し上げます。

　さらに、現在必要不可欠かつ喫緊に実施していただきたい施策について、要望いたします。この要望書には、市内の障害者が望んでいることが記されております。施策策定にあたって、ぜひ参考にされ、実現いただきたく思います。　

最後に、誠に勝手ながら、6月26日までに郵送またはファクスにて実行委員会事務局までご回答頂きたくよろしくお願い申し上げます。

謹白

　　　仙台市長選挙立候補予定者への公開質問状
1． 障害者支援施策について

仙台市においては、仙台市障害者保健福祉計画などの各種福祉計画を通じて、これまで障害者福祉を強力にすすめられてきたところです。障害者自立支援法施行直後においても、応益負担による利用者負担増に対する激変緩和措置を、東北でいち早く実施しました。
制度・施策によって生活が大きく左右される障害者にとって、福祉施策は生活に直結した最大の関心事です。これまで仙台市が行ってきた独自の施策・事業も含め、福祉施策を一歩も後退させることなく、より一層の推進が求められます。

障害者福祉施策における、貴殿の方針をお聞かせください。

2． 障害者差別禁止に関する条例の制定について

　　昨年5月に障害者権利条約が発効しました。現在日本も条約の批准に向けての手続きを進めつつあります。
　　そうした中にあって、全国に先駆けて千葉県においては「障害のある人もない人もともに暮らしやすい千葉県づくり条例」が制定されました。以降、同種の条例を制定しようとする取り組みは全国的に広がり、仙台においても障害者団体を中心に条例制定をめざした活動が始まったところです。
　こうした、障害者差別をなくすための条例制定について、貴殿の考えをお聞かせください。
3． 障害者福祉における利用者負担について
障害者自立支援法においては、原則1割の「応益負担」をめぐり大きな反対運動が起こりました。
　　法施行3年後の見直しにあたり、現在、国会には改正法案が上程されています。その中では、これまでの特別対策などにより、利用者負担が軽減され、「応益負担」から「応能負担」へとの改正がうたわれております。
そのような情勢を踏まえ、障害者福祉における利用者負担について、貴殿の見解をお聞かせください。
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